
第５１回衆議院議員総選挙及び第２７回最高裁判所裁判官国民審査 
会計年度任用職員 任用概要 

部署名 選挙管理委員会事務局 

業務内容 ■期日前投票所での投票事務 

・投票受付業務（パソコン操作あり） 

・投票用紙の交付業務 

・選挙人への説明や案内業務 

・その他選挙物品の準備や整理業務 

■開票所での開票事務補助（一部の職員） 

就業場所 市内期日前投票所６箇所のうちいずれか 

・市役所（旭町４丁目５番６号） 

・のぞみコミュニティセンター (のぞみ町１丁目２番５号) 

・豊川コミュニティセンター (豊川町３丁目４番２１号) 

・沼ノ端交流センター (北栄町３丁目３番３号) 

・勇払出張所 (字勇払３３番地) 

・イオンモール苫小牧 (柳町３丁目１番２０号) 

任用期間 令和８年１月２６日から２月１５日までの期間で１０日間程度（予定） 

勤務日 ・研  修：１日間（市役所で実施） 

・投票事務：期日前投票期間で８日間程度 

・開票事務：開票日（一部の職員） 

勤務時間 ■期日前投票期間 

市役所   ８時１５分～１４時１５分 (６時間) 

     １４時１０分～２０時１０分 (６時間) 

市役所以外 ８時３０分～１４時３０分 (６時間) 

     １４時１０分～２０時１０分 (６時間) 

■研修期間 

市役所２階   ９時～１２時（３時間） 

       １３時～１６時（３時間） 

■開票日 

苫小牧市役所  １４時～１７時（３時間） 

総合体育館   １９時～２２時（３時間） 

報酬 時給１，１５５円程度 

支払日等 給与締切日：毎月末日 

給与支払日：翌月１５日 

通勤費 自宅から勤務地までの通勤距離が直線で片道２㎞以上の場合支給する 

加入保険 社会保険：なし 

雇用保険：なし 

その他 ・選挙が実施されなかった場合の任用はありませんのでご留意ください。 

・必要により時間外勤務・休日勤務をしていただくことがあります。 

・給与支払の際に、金額に応じて所得税を控除します。 

・公務による負傷等に対しては、法令の定めにより補償を行います。 

・市役所やコミセンなど公共施設の敷地に自家用車を駐車することはできません。 

・任用期間が満了したときは、退職となります。 


